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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

 （注）１ 第60期中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりませ

ん。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 第60期中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、中間純損失が計上されて

いるため記載しておりません。 

４ 従業員数は就業人員であり、従業員数欄の（外書）は、販売員及び臨時従業員（パートタイマー、アルバイ

ト）の平均雇用人員であります。 

回次 第58期中 第59期中 第60期中 第58期 第59期 

会計期間 

自 平成17年 
３月21日 

至 平成17年 
９月20日 

自 平成18年 
３月21日 

至 平成18年 
９月20日 

自 平成19年 
３月21日 

至 平成19年 
９月20日 

自 平成17年 
３月21日 

至 平成18年 
３月20日 

自 平成18年 
３月21日 

至 平成19年 
３月20日 

売上高 （千円） － － 6,881,438 － － 

経常損失（△） （千円） － － △20,329 － － 

中間純損失（△） （千円） － － △149,456 － － 

純資産額 （千円） － － 10,139,404 － － 

総資産額 （千円） － － 17,265,517 － － 

１株当たり純資産額 （円） － － 392.18 － － 

１株当たり中間純損失

（△） 
（円） － － △5.75 － － 

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） － － 58.7 － － 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － － △564,433 － － 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － － △445,982 － － 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － － 231,039 － － 

現金及び現金同等物の中

間期末残高 
（千円） － － 1,394,849 － － 

従業員数 （名） 
－ 

(－)

－ 

(－)

384 

(851)

－ 

(－)

－ 

(－)



(2) 提出会社の経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第59期までの持分法を適用した場合の投資利益については関連会社がないため、また第60期中間会計期間に

ついては該当事項がないため、記載しておりません。 

３ 第60期中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、営業活動によるキャッシュ・フロー、

投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の中間期

末残高は記載しておりません。 

４ 第60期中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、中間純損失が計上されている

ため記載しておりません。 

５ 従業員数は就業人員であり、従業員数欄の（外書）は、販売員及び臨時従業員（パートタイマー、アルバイ

ト）の平均雇用人員であります。 

回次 第58期中 第59期中 第60期中 第58期 第59期 

会計期間 

自 平成17年 
３月21日 

至 平成17年 
９月20日 

自 平成18年 
３月21日 

至 平成18年 
９月20日 

自 平成19年 
３月21日 

至 平成19年 
９月20日 

自 平成17年 
３月21日 

至 平成18年 
３月20日 

自 平成18年 
３月21日 

至 平成19年 
３月20日 

売上高 （千円） 6,821,443 7,008,348 6,712,842 14,438,675 14,384,997 

経常利益 

又は経常損失（△） 
（千円） 405,805 53,661 △2,998 626,591 172,251 

中間（当期）純利益 

又は純損失（△） 
（千円） 237,228 4,200 △131,755 335,127 142,174 

持分法を適用した場合の

投資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 4,354,021 4,354,021 4,354,021 4,354,021 4,354,021 

発行済株式総数 （千株） 27,670 27,670 27,670 27,670 27,670 

純資産額 （千円） 10,464,785 10,536,057 10,157,105 10,852,861 10,566,933 

総資産額 （千円） 17,145,289 17,148,322 16,900,452 16,766,810 16,581,000 

１株当たり純資産額 （円） 406.15 400.62 392.86 412.28 405.63 

１株当たり中間（当期）

純利益又は純損失（△） 
（円） 9.27 0.15 △5.07 12.20 5.41 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益 
（円） 9.09 0.15 － 11.90 5.36 

１株当たり配当額 （円） 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 

自己資本比率 （％） 61.0 61.4 60.1 64.7 63.7 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） 175,568 △418,205 － 748,191 110,874 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △486,212 △105,725 － △795,236 63,686 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） 426,368 409,587 － 310,101 201,378 

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
（千円） 1,650,953 1,683,943 － 1,798,285 2,174,225 

従業員数 （名） 
379 

(643) 

386 

(744) 

378 

(734) 

376 

(641) 

370 

(722) 



２【事業の内容】 

 当社グループは、当社（株式会社ラピーヌ）と連結子会社１社（株式会社ベルラピカ）により構成されており、婦

人服の企画、製造、販売を主たる業務としております。 

 当社グループの当社及び子会社の位置付けは次のとおりであります。 

(1）中間連結財務諸表提出会社（当社） 

当社は、婦人既製服、婦人雑貨の商品を企画し、主に国内の協力工場へ委託して製造を行っています。販売につ

きましては、当社東京店・大阪店・福岡店の各営業拠点から、全国の専門店、百貨店を中心に販売活動を行ってお

ります。 

(2）連結子会社 

株式会社ベルラピカの１社であり、婦人服及び婦人雑貨の小売事業運営を行っております。当社製品をメインに

仕入れ、販売するほか、他社商品の仕入れ、販売を行っており、11月末日現在で31店舗の運営を行っております。

（注）株式会社ベルラピカは平成19年6月25日に当社100％出資の新規設立により連結子会社となりました。 



３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となっております。 

４【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員であり、従業員欄の（外書）は、販売員及び臨時従業員（パートタイマー、アルバイ

ト）の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

２ 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。 

(2) 提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員であり、従業員欄の（外書）は、販売員及び臨時従業員（パートタイマー、アルバイト）の

当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

(3) 労働組合の状況 

 労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。 

名称 住所 
資本金 
（千円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有割合
又は被所有割合 

（％） 
関係内容 

（連結子会社）           

(株)ベルラピカ 大阪市北区 50,000 
婦人服及び婦人雑

貨の小売事業 
100 

主に当社製品を中心に販売し

ている。役員の兼任等有。 

  平成19年９月20日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

婦人服製造販売事業 348 (847) 

全社（共通） 36 (  4) 

合計 384 (851) 

  平成19年９月20日現在

従業員数（名） 378 (734) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、輸出関連を中心とする堅調な企業収益を背景とした民間設備投資の

増加や雇用環境の改善により緩やかな回復基調をみせております。しかしながら、個人消費については、一部に持

ち直しの動きがあるものの、定率減税の廃止による税負担の実質増加に加え、原油価格高騰による物価上昇懸念な

どの影響により、盛り上がりに欠けたまま推移しました。 

当アパレル業界におきましては、消費トレンドの多様化やお客様の選別消費が続く中、梅雨明けの遅れや記録的

な猛暑など異常気象の影響に加えて、企業間やブランド間の競争が更に激化するなど厳しい商況が続きました。 

このような状況の中で当社は、ラピーヌ製品に対する信頼度・満足度アップを軸に、お客様一人ひとりの満足度

向上を目指したマーケットイン志向の魅力ある新商品開発とともに、お得意先小売店のニーズに合致する販売促進

支援の充実と店頭起点の機動的な営業活動推進により、信頼される取組み拡大に努めてまいりました。 

また、本年６月に当社100％出資の子会社株式会社ベルラピカを設立し、８月１日より株式会社ベルミランから

譲受けた婦人服および婦人雑貨の小売事業を開始いたしました。 

しかしながら当中間連結会計期間の売上高は、天候不順の影響による売上伸び悩み、不採算売場の閉鎖などによ

り、68億81百万円となりました。損益面におきましては、役員退職慰労引当金の計上や子会社設立並びに事業譲受

けに伴う一時的諸費用等が加わり、営業損失13百万円、経常損失20百万円、中間純損失1億49百万円となりまし

た。 

なお、当中間連結会計期間は中間連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行っておりま

せん。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失が1億83百万円と

なり、棚卸資産の増加7億78百万円や売上債権の増加2億37百万円、法人税等の支払額1億85百万円などにより、5億

64百万円の支出となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、事業譲受けによる支出3億38百万円などに

より、4億45百万円の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還3億45百万円、配当金の支払1億

56百万円などがありましたが、社債発行による収入4億90百万円、短期借入金の増加4億円などにより、2億31百万

円の収入となりました。 

この結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は13億94百万円となりました。 

なお、当中間連結会計期間は中間連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行っておりま

せん。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

 当中間連結会計期間における生産実績を取扱製品別に示すと、次のとおりであります。なお、当中間連結会計期

間は中間連結財務諸表作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行っておりません。 

 （注）１ 金額は製造原価であります。 

２ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

(2) 受注実績 

 当社グループは原則として受注生産は行っておりません。 

(3) 販売実績 

 当中間連結会計期間における販売実績を取扱製品別に示すと、次のとおりであります。なお、当中間連結会計期

間は中間連結財務諸表作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行っておりません。 

 （注）１ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

区分 生産高（千円） 前年同期比（％） 

ジャケット 1,213,000 － 

ブラウス 1,510,531 － 

スカート、パンツ 840,918 － 

ドレス 276,793 － 

スーツ 411,033 － 

コート 159,219 － 

アクセサリー等 157,089 － 

合計 4,568,587 － 

区分 販売高（千円） 前年同期比（％） 

ジャケット 1,854,099 － 

ブラウス 2,446,068 － 

スカート、パンツ 1,230,612 － 

ドレス 403,745 － 

スーツ 552,474 － 

コート 148,077 － 

アクセサリー等 246,361 － 

合計 6,881,438 － 

相手先 
当中間連結会計期間 

販売高（千円） 割合（％） 

㈱髙島屋 774,668 11.26 



３【対処すべき課題】 

今後の見通しにつきましては、景気は緩やかながらも回復基調が続くものと見込まれますが、個人消費に関しま

しては、将来的な税制改正や年金問題などから派生する心理的不安感から慎重な消費行動が予測され、家計部門に

おける消費環境の改善にはいましばらく時間を要するものと思われます。また、流通業界の再編の動きや業種業

態・企業間・ブランド間の競争はますます加速すると予測され、経営環境は引き続き楽観視できない先行き不透明

な状況が予測されます。 

このような情勢を踏まえ、当社グループといたしましては、商品開発・営業体制の両面における市場競争力強化

を重要課題として取り組み、業績の早期回復並びに安定的成長確保の実現に努めてまいります。 

①基幹ブランドへの経営資源の集中とマーチャンダイジング技術のレベルアップによる売上高並びに利益確保に取

り組むとともに、新規発表ブランドの早期軌道化による採算性改善に努めてまいります。 

②エンドユーザから選ばれ、お取引小売店からご支持いただけるラピーヌブランドの確立を目指し、店頭販売技術

のレベルアップと積極的な販売支援サービスを行ってまいります。 

③ＩＴ技術の効果的な活用により、各事業部門の機動力、効率性を更に高めるとともに、社員のスキルアップを目

指した質の高い人材教育にも注力し、確固たる増収増益体質実現に努めてまいります。 

４【経営上の重要な契約等】 

当社の子会社である株式会社ベルラピカは、株式会社ベルミランと平成19年６月28日付けで事業譲受け契約を締

結し、平成19年８月１日付けで株式会社ベルミランの事業の一部を譲受けました。 

当該事業譲受け契約に関する事項の概要は次のとおりであります。 

(1) 事業一部譲受けの理由 

当社子会社である株式会社ベルラピカは婦人衣料品・雑貨品、化粧品、美容用品等の小売事業を行うことを

目的に平成19年６月25日付で設立いたしましたが、経営基盤を早期に確立するために婦人服・洋品の小売事業

を行っている株式会社ベルミランの事業の一部を譲受けることといたしました。 

(2) 一部譲受けの事業の内容  

①譲受け事業の内容 

キャリア、ミセスを中心顧客とした、婦人服・洋品の小売店舗３０店。 

②譲受け資産及び負債の額並びにその主な内訳 

第５ 経理の状況 １ 中間連結財務諸表等 (1) 中間連結財務諸表 注記事項 （企業結合等関係）を

ご参照下さい。 

(3) 事業譲受け日 

平成19年８月１日 

(4) 事業一部譲受け先の概要 

①名称      株式会社ベルミラン 

②本店所在地   さいたま市大宮区東町２－40 

③代表者     代表取締役 鈴木弘明 

④資本金の額   １億8,000万円 

⑤主な事業内容  婦人服・洋品の小売 

５【研究開発活動】 

 特記事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 該当事項はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 79,800,000 

計 79,800,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成19年９月20日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年12月10日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 27,670,642 27,670,642 

東京証券取引所 

（市場第二部） 

大阪証券取引所 

（市場第二部） 

－ 

計 27,670,642 27,670,642 － － 



(2) 【新株予約権等の状況】 

 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権（ストックオプション）に関

する事項は、次のとおりであります。 

① 平成15年６月18日定時株主総会決議 

 （注） 発行日以降、以下の事由が発生した場合は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当たりの

払込金額（以下、「行使価額」という。）をそれぞれ調整する。 

① 当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる

１円未満の端数は切り上げる。 

② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式

により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に

読み替えるものとする。 

③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生

じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するもの

とする。 

株主総会の特別決議日（平成15年６月18日） 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月20日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数 463個 463個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 463,000株 463,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり 168円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年７月１日から 

平成20年３月20日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   168円 

資本組入額  84円 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者

（以下、「新株予約権者」と

いう。）は、当社の取締役、

監査役または従業員たる地位

を失った後も、当社と新株予

約権者との間で締結する「新

株予約権割当契約」に定める

ところにより権利を行使する

ことができる。ただし、新株

予約権者が死亡した時は、当

該権利は消滅する。 

各新株予約権の一部行使はで

きないこととする。 

その他の条件については、

「新株予約権割当契約」に定

めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡する時は、

当社取締役会の承認を要する

ものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
1 

分割・併合の比率

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



② 平成16年６月18日定時株主総会決議 

 （注） 発行日以降、以下の事由が発生した場合は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当たりの

払込金額（以下、「行使価額」という。）をそれぞれ調整する。 

① 当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる

１円未満の端数は切り上げる。 

② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式

により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に

読み替えるものとする。 

③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生

じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するもの

とする。 

株主総会の特別決議日（平成16年６月18日） 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月20日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数 732個 732個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数  732,000株 732,000株  

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり 234円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年７月１日から 

平成21年３月20日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  234円 

資本組入額 117円 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者

（以下、「新株予約権者」と

いう。）は、当社の取締役、

監査役または従業員たる地位

を失った後も、当社と新株予

約権者との間で締結する「新

株予約権割当契約」に定める

ところにより権利を行使する

ことができる。ただし、新株

予約権者が死亡した時は、当

該権利は消滅する。 

各新株予約権の一部行使はで

きないこととする。 

その他の条件については、

「新株予約権割当契約」に定

めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡する時は、

当社取締役会の承認を要する

ものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
1 

分割・併合の比率

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(5) 【大株主の状況】 

 （注） 当社の自己株式（1,816千株、持株比率6.56％）は上記の表には含めておりません。 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（千株） 

発行済株式 
総数残高 
（千株） 

資本金増減額 

（千円） 

資本金残高 

（千円） 

資本準備金 
増減額 
（千円） 

資本準備金 
残高 

（千円） 

平成19年３月21日～ 

平成19年９月20日 
― 27,670 ― 4,354,021 ― 4,002,723 

  平成19年９月20日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

有限会社オクモト 兵庫県芦屋市松浜町12番６号 1,800 6.50 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 1,751 6.33 

ラピーヌ社員持株会 大阪市北区天満一丁目５番７号 1,223 4.42 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,180 4.26 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 1,000 3.61 

ラピーヌ取引先持株会 大阪市北区天満一丁目５番７号 906 3.27 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 805 2.90 

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地七丁目18番24号 521 1.88 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10号 511 1.84 

株式会社テーオーシー 東京都品川区西五反田七丁目22番17号 413 1.49 

計 － 10,112 36.54 



(6) 【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権１個）

含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式772株が含まれております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 株価は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。なお、期間は暦日どおりであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出後、当半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。 

 役職の異動 

  平成19年９月20日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式  1,816,000 
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 25,457,000 25,457 － 

単元未満株式 普通株式    397,642 － － 

発行済株式総数 27,670,642 － － 

総株主の議決権 － 25,457 － 

  平成19年９月20日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数 
の合計 
（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

（自己保有株式） 

株式会社ラピーヌ 

大阪市北区天満 

一丁目５番７号 
1,816,000 － 1,816,000 6.56 

計 － 1,816,000 － 1,816,000 6.56 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 206 205 235 240 215 199 

低（円） 192 180 185 196 173 172 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

取締役 

(副営業統括部長兼東京店長兼東日本

ジョコンダ営業統括部長) 

取締役 

(副営業統括部長兼東日本ジョコン

ダ営業統括部長) 

 石垣 公士 平成19年９月１日  

取締役 
取締役 

(東京店長)  
 髙橋  嘉 平成19年９月１日  



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。）に基づいて作成しております。 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年３月21日から平成18年９月20日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年３月21日から平成19年９月20日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

(3) 当中間連結会計期間（平成19年３月21日から平成19年９月20日まで）は、中間連結財務諸表の作成初年度である

ため、以下に掲げる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャ

ッシュ・フロー計算書については、前中間連結会計期間との対比は行っておりません。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成18年３月21日から平成18年９月20日ま

で）の中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間

（平成19年３月21日から平成19年９月20日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年３月21日から平

成19年９月20日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツによる中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

   
当中間連結会計期間末 
（平成19年９月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１ 現金及び預金  1,394,849

２ 受取手形及び売掛金  3,101,526

３ 棚卸資産  3,960,078

４ 繰延税金資産  297,149

５ その他  195,104

６ 貸倒引当金  △8,830

流動資産合計  8,939,879 51.8

Ⅱ 固定資産  

１ 有形固定資産  

(1) 建物及び構築物 
※１ 
※２ 

1,782,461

(2) 土地 ※２  3,341,243

(3) その他 ※１ 164,726 5,288,431 30.6

２ 無形固定資産  

(1) のれん  277,089

(2) その他  23,989 301,078 1.7

３ 投資その他の資産  

(1) 投資有価証券 ※２  1,365,266

(2) 差入保証金  1,034,886

(3) その他  454,057

(4) 貸倒引当金  △118,082 2,736,128 15.9

固定資産合計  8,325,638 48.2

資産合計  17,265,517 100.0 

   
 



   
当中間連結会計期間末 
（平成19年９月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１ 買掛金  1,541,134

２ 短期借入金 ※２  2,504,400

３  一年以内償還予定社債  390,000

４  未払金  530,589

５  未払費用  276,662

６  未払法人税等   60,972

７  返品調整引当金  412,200

８ その他 ※３  83,422

流動負債合計  5,799,381 33.6

Ⅱ 固定負債  

１  社債  830,000

２  長期借入金 ※２ 252,500

３  繰延税金負債  30,814

４  退職給付引当金  34,145

５  役員退職慰労引当金  173,464

６  預り保証金  5,808

固定負債合計  1,326,731 7.7

負債合計  7,126,113 41.3

   

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１ 資本金  4,354,021

２ 資本剰余金  4,021,814

３ 利益剰余金  1,747,431

４ 自己株式  △293,224

株主資本合計  9,830,042 56.9

Ⅱ 評価・換算差額等  

   その他有価証券評価差
額金 

 309,361

評価・換算差額等合計  309,361 1.8

純資産合計  10,139,404 58.7

負債純資産合計  17,265,517 100.0 

   



②【中間連結損益計算書】 

   
当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高  6,881,438 100.0 

Ⅱ 売上原価  3,927,340 57.1

売上総利益  2,954,098 42.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  2,967,698 43.1

営業損失  13,599 △0.2

Ⅳ 営業外収益  

１ 受取利息  3,168

２  受取配当金  11,376

３  仕入割引  11,143

４ その他  9,473 35,160 0.5

Ⅴ 営業外費用  

１ 支払利息  28,069

２  社債発行費  9,991

３ その他  3,829 41,890 0.6

経常損失  20,329 △0.3

Ⅵ 特別利益  

１  投資有価証券売却益  13,439

２  貸倒引当金戻入益  1,250 14,689 0.2

Ⅶ 特別損失  

１  固定資産除売却損 ※２  3,745

２  減損損失 ※３ 7,388

３  役員退職慰労引当金繰
入額 

 166,956 178,090 2.6

税金等調整前中間純損
失 

 183,730 △2.7

法人税、住民税及び事
業税 

 42,370

法人税等調整額  △76,644 △34,274 △0.5

中間純損失  149,456 △2.2

   



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間（自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日） 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月20日残高（千円） 4,354,021 4,021,635 2,053,188 △249,778 10,179,067

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当   △156,300   △156,300

中間純損失   △149,456   △149,456

自己株式の取得   △45,451 △45,451

自己株式の処分   179 2,004 2,184

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額） 

    

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ 179 △305,757 △43,446 △349,024

平成19年９月20日残高（千円） 4,354,021 4,021,814 1,747,431 △293,224 9,830,042

  

評価・換算差額等 

純資産合計その他有価
証券評価差
額金 

評価・換算
差額等合計 

平成19年３月20日残高（千円） 387,865 387,865 10,566,933

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当   △156,300

中間純損失   △149,456

自己株式の取得   △45,451

自己株式の処分   2,184

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額） 

△78,504 △78,504 △78,504

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△78,504 △78,504 △427,529

平成19年９月20日残高（千円） 309,361 309,361 10,139,404



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

１ 税金等調整前中間純損
失 

 △183,730

２ 減価償却費  102,385

３ のれん償却費  44,794

４ 固定資産除売却損   3,745

５ 減損損失   7,388

６ 貸倒引当金の減少額  △430

７ 返品調整引当金の増加
額  

 47,100

８ 退職給付引当金の減少
額  

 △40,767

９ 役員退職慰労引当金の
増加額  

 173,464

10 受取利息及び受取配当金  △14,544

11 支払利息  28,069

12 社債発行費  9,991

13 投資有価証券売却益  △13,439

14 売上債権の増加額  △237,765

15 棚卸資産の増加額  △778,555

16 仕入債務の増加額  424,055

17 未払消費税等の減少額  △62,241

18 その他  121,278

小計  △369,200

19 利息及び配当金の受取
額 

 14,544

20 利息の支払額  △23,871

21 法人税等の支払額  △185,906

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △564,433

 



   
当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

１ 有形固定資産の取得に
よる支出 

 △46,709

２ 無形固定資産の取得に
よる支出 

 △202

３ 投資有価証券の取得に
よる支出 

 △54,663

４ 投資有価証券の売却に
よる収入 

 38,093

５ 差入保証金の純増加額  △4,661

６ 事業譲受けによる支出 ※２  △338,420

７ その他  △39,418

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △445,982

   

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

１ 短期借入金の純増加額  400,000

２ 長期借入金の返済によ
る支出 

 △114,400

３ 社債発行による収入  490,008

４ 社債償還による支出  △345,000

５ 自己株式の売却による
収入 

 2,184

６ 自己株式の取得による
支出  

 △45,451

７ 配当金の支払額  △156,300

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 231,039

Ⅳ 現金及び現金同等物の減
少額 

 △779,376

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 2,174,225

Ⅵ 現金及び現金同等物の中
間期末残高 

※１  1,394,849

   



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数    １社 

連結子会社の名称  株式会社ベルラピカ 

２．連結子会社の中間決算日等に関する事項 

連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致

しております。 

３．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結会計期間末日の市場価格等に基づく

時価法 

（評価差額は、全部純資産直入法により処理

し、売却原価は、移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

②棚卸資産 

製品及び仕掛品 

総平均法に基づく原価法。但し、季越製品の一

部については、販売可能価額まで評価換えを行っ

ております。 

当中間連結会計期間末の季越製品に対する評価

減の金額は191,511千円であります。 

原材料(表生地) 

移動平均法に基づく原価法 

原材料(副素材) 

移動平均法に基づく原価法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法（但し、平成10年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）については定額法）を

採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物 ３～50年 

器具備品    ５～８年 

②無形固定資産 

のれん 

５年間の均等償却 

ソフトウェア 

社内における利用可能期間(５年以内)に基づく

定額法 

その他の無形固定資産 

定額法 

(3) 繰延資産の処理方法 

社債発行費は、全額を支出時の費用として処理し

ております。 

 



当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

(4) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

当中間連結会計期間末に保有する債権の貸倒れに

よる損失に充てるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。 

②返品調整引当金 

売上製品の返品による損失に充てるため、過去の

返品率等を勘案した将来の返品による損失予想額を

計上しております。 

③賞与引当金  

従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見

込額に基づき計上しております。  

④退職給付引当金  

従業員の退職給付に充てるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間連結会計期間末において発生している

と認められる額を計上しております。 

  過去勤務債務については、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定

額法により処理することとしております。 

  数理計算上の差異については、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）によ

る定額法により翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしております。  

⑤役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に充てるため、役員退職

慰労金規程に基づく中間連結会計期間末要支給額を

計上しております。  

(5) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。  

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満

たしているため、特例処理を採用しております。  

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段）  

金利スワップ取引 

（ヘッジ対象）   

借入金の支払利息 

③ヘッジ方針  

社内規程である「デリバティブ取引管理規程」に基

づき、金利変動リスクをヘッジしております。  

④ヘッジ有効性評価の方法  

金利スワップ取引については、特例処理を採用して

いるため、有効性評価を省略しております。  

(7) その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用してお

ります。 

 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

４．中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範

囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から３か月以内に

満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資からなっております。 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月20日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,784,258千円 

※２ 担保資産 

建物及び構築物 942,947千円

土地  1,159,683 

投資有価証券  732,544 

計 2,835,174 

上記に対応する債務 

短期借入金 1,754,400千円

長期借入金  252,500 

計 2,006,900 

※３  消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び預り消費税等は

相殺のうえ、流動負債のその他に含

めて表示しております。 



（中間連結損益計算書関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。  

給料手当 1,765,573千円 

役員退職慰労引当金繰入額 6,508 

退職給付費用 5,266 

貸倒引当金繰入額 820 

※２ 固定資産除売却損の内訳 

建物 1,202千円 

器具備品 1,790 

除却費用 753 

 ※３ 減損損失 

 当中間連結会計期間において、当社グループは以

下の資産グループについて減損損失を計上しまし

た。 

場所 用途 種類 
減損損失
（千円） 

大阪
府他 

店舗・売
場用資産 

建物 500  

器具備
品 

6,585  

その他 302  

合計 7,388  

 当社グループは百貨店・直営店等の売場単位を軸

とした管理会計を行っており、基本的に売場別にグ

ルーピングを決定しております。なお、賃貸用資産

や遊休資産については個別の物件毎に、のれんにつ

いては主としてブランドグループ毎にグルーピング

しております。 

 営業活動から生じる損益が継続してマイナスであ

る事業用資産を回収可能価額まで減額し、減損損失

として特別損失に計上しております。 

 なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定

し、処分価額を零と見積もって評価しております。 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日） 

１ 発行済株式に関する事項 

２ 自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加      9,296株 

 取締役会決議に基づく自己株式の取得  200,000株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 新株予約権の権利行使による減少     13,000株 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

４ 配当に関する事項 

配当金支払額 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当中間連結会計期
間末 

普通株式（株） 27,670,642 － － 27,670,642 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当中間連結会計期
間末 

普通株式（株） 1,620,476 209,296 13,000 1,816,772 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月19日 

定時株主総会 
普通株式 156,300 6.00 平成19年３月20日 平成19年６月20日

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高は、中間連結貸借対照表に掲記されている現金及び預金勘定の金額と一致し

ております。  

※２ 事業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な内訳 

固定資産 622,713千円

流動負債 35,000 

事業の譲受けの対価等 587,713 

当中間連結会計期間末 
現在の未払額 

249,293 

差引：事業譲受けによる
支出 

338,420 



（リース取引関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

中間期末残
高相当額 
（千円） 

有形固定資産 
その他 

    

（機械装置） 31,680 20,560 11,119

（器具備品） 66,480 44,268 22,211

無形固定資産 
その他 

    

（ソフトウェア) 4,938 3,292 1,646

合計 103,099 68,121 34,977

なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末

残高の有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が

低いため、「支払利子込み法」により算出しておりま

す。 

２ 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 17,400千円

１年超 17,576 

合計 34,977 

なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、未経

過リース料中間期末残高の有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、「支払利子込み法」に

より算出しております。 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 10,836千円

減価償却費相当額 10,836 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 



（有価証券関係） 

(1）その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っており

ます。 

(2）時価評価されていない主な有価証券 

（デリバティブ取引関係） 

（ストック・オプション等関係） 

該当事項はありません。 

区分 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月20日） 

取得原価 
（千円） 

中間連結貸借
対照表計上額
（千円） 

差額 
（千円） 

その他有価証券       

株式 659,102 1,190,141 531,039 

債券 125,000 116,420 △8,580 

その他 59,321 58,023 △1,298 

計 843,424 1,364,584 521,160 

区分 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月20日） 

中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 681 

計 681 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

該当事項はありません。なお、金利スワップ取引につい

ては、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を

採用しておりますので、注記の対象から除いておりま

す。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当社グループは、婦人服製造販売以外の開示の対象とするセグメントは10％未満のため、記載を省略してお

ります。 

【所在地別セグメント情報】 

本邦以外の売上高はないため、記載を省略しております。 

【海外売上高】 

海外売上高はないため、記載を省略しております。 

  



（企業結合等関係） 

当中間連結会計期間（自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日） 

１ 相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、

結合後企業の名称 

(1) 相手企業の名称及び事業の内容 

株式会社ベルミラン 婦人服・洋品の小売事業 

(2) 企業結合を行った主な理由 

販路の拡大を図り、事業拡大につなげるため、平成19年２月14日に民事再生を申請した取引先 株式会社

ベルミランの事業の一部を譲受けたもの 

(3) 企業結合日 

平成19年８月１日 

(4) 企業結合の法的形式 

事業譲受け 

(5) 結合後企業の名称 

株式会社ベルラピカ 

２ 中間連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

平成19年８月１日から平成19年９月20日まで 

３ 取得した事業の取得原価及びその内訳 

現金 471,194千円 

４ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

(1) のれんの金額 75,883千円 

(2) 発生原因 

今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。 

(3) 償却方法及び償却期間 

５年間で均等償却 

５ 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

固定資産  506,194千円 

流動負債   35,000千円 

なお、上記のほか、株式会社ベルミランの債権者から直接受け入れた固定資産が116,518千円あります。 

６ 企業結合が中間連結会計期間の開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計

算書に及ぼす影響の概算 

事業の部分的な譲受けのため概算額の算定が困難であり、試算しておりません。 



（１株当たり情報） 

（注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎 

２ １株当たり中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の算定上の基礎 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

(2) 【その他】 

 該当事項はありません。 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

１株当たり純資産額 392.18円

１株当たり中間純損失 5.75円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益は、中間純損失が

計上されているため記載しておりません。 

  
当中間連結会計期間末 
（平成19年９月20日） 

純資産の部の合計額（千円） 10,139,404 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
－ 

普通株式に係る純資産額（千円） 10,139,404 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普

通株式の数（千株） 
25,853 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日）  

１株当たり中間純損失   

中間純損失（千円） 149,456 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る中間純損失（千円） 149,456 

期中平均株式数（千株） 25,976 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益   

中間純利益調整額（千円） － 

普通株式増加数（千株） － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

－ 



２【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月20日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月20日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   1,683,943   1,333,265 2,174,225   

２ 受取手形   62,377   32,031 46,028   

３ 売掛金   3,190,483   3,007,714 2,817,732   

４ 棚卸資産   3,652,902   3,948,435 3,181,523   

５ 繰延税金資産   183,145   297,149 261,302   

６ その他   183,145   186,117 206,949   

７ 貸倒引当金   △9,720   △8,010 △9,490   

流動資産合計     8,946,277 52.2 8,796,705 52.1   8,678,271 52.3 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1) 建物 
※１ 
※２ 

1,837,894   1,705,138 1,758,701   

(2) 土地 ※２ 3,341,243   3,341,243 3,341,243   

(3) その他 
※１ 
※２ 

214,425   173,614 183,497   

有形固定資産合
計 

    5,393,563 31.4 5,219,996 30.9   5,283,442 31.9 

２ 無形固定資産     311,816 1.8 228,989 1.3   270,949 1.6 

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※２ 1,646,176   1,365,266 1,457,350   

(2) 差入保証金   551,809   553,520 551,659   

(3) その他   409,212   854,057 457,179   

(4) 貸倒引当金   △110,532   △118,082 △117,852   

投資その他の資
産合計 

    2,496,666 14.6 2,654,762 15.7   2,348,337 14.2 

固定資産合計     8,202,045 47.8 8,103,747 47.9   7,902,728 47.7 

資産合計     17,148,322 100.0 16,900,452 100.0   16,581,000 100.0 

             

 



    
前中間会計期間末 

（平成18年９月20日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月20日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金   1,648,739   1,496,500 1,117,079   

２ 短期借入金 ※２ 2,124,800   2,504,400 2,100,800   

３ 一年以内償還予
定社債 

  90,000   390,000 690,000   

４ 未払法人税等   28,720   60,602 206,145   

５ 返品調整引当金   423,900   412,200 365,100   

６ その他 ※３ 581,059   552,913 585,364   

流動負債合計     4,897,218 28.6 5,416,616 32.0   5,064,488 30.6 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債   1,020,000   830,000 375,000   

２ 長期借入金 ※２ 444,400   252,500 370,500   

３ 繰延税金負債   143,164   30,814 125,358   

４ 退職給付引当金   103,674   34,145 74,912   

５  役員退職慰労引
当金 

  －   173,464 －   

６ 預り保証金   3,808   5,808 3,808   

固定負債合計     1,715,046 10.0 1,326,731 7.9   949,578 5.7 

負債合計     6,612,265 38.6 6,743,347 39.9   6,014,067 36.3 

             

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     4,354,021 25.4 4,354,021 25.8   4,354,021 26.3 

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金   4,002,723   4,002,723 4,002,723   

(2) その他資本剰
余金 

  21,324   19,091 18,912   

資本剰余金合計     4,024,047 23.4 4,021,814 23.8   4,021,635 24.2 

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金   496,747   496,747 496,747   

(2) その他利益剰
余金 

          

別途積立金   500,000   500,000 500,000   

繰越利益剰余
金 

  918,467   768,384 1,056,440   

利益剰余金合計     1,915,214 11.2 1,765,132 10.4   2,053,188 12.4 

４ 自己株式     △186,881 △1.1 △293,224 △1.7   △249,778 △1.5 

株主資本合計     10,106,402 58.9 9,847,744 58.3   10,179,067 61.4 

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券評
価差額金 

    429,654 2.5 309,361 1.8   387,865 2.3 

評価・換算差額等
合計 

    429,654 2.5 309,361 1.8   387,865 2.3 

純資産合計     10,536,057 61.4 10,157,105 60.1   10,566,933 63.7 

負債純資産合計     17,148,322 100.0 16,900,452 100.0   16,581,000 100.0 

             



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     7,008,348 100.0 6,712,842 100.0   14,384,997 100.0 

Ⅱ 売上原価     3,971,534 56.7 3,881,789 57.8   8,375,431 58.2

売上総利益     3,036,813 43.3 2,831,052 42.2   6,009,565 41.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    2,995,915 42.7 2,828,594 42.1   5,852,083 40.7 

営業利益     40,897 0.6 2,458 0.1   157,481 1.1 

Ⅳ 営業外収益 ※１   39,193 0.6 36,433 0.5   71,081 0.5 

Ⅴ 営業外費用 ※２   26,430 0.4 41,889 0.6   56,311 0.4 

経常利益又は 
経常損失（△） 

    53,661 0.8 △2,998 △0.0   172,251 1.2 

Ⅵ 特別利益 ※３   4,263 0.0 14,689 0.2   174,024 1.2 

Ⅶ 特別損失 
※４ 
※５ 

  40,838 0.6 178,090 2.7   69,068 0.5 

税引前中間（当
期）純利益又は純
損失（△） 

    17,086 0.2 △166,399 △2.5   277,208 1.9 

法人税、住民税及
び事業税 

  10,000   42,000 199,500   

法人税等調整額   2,886 12,886 0.1 △76,644 △34,644 △0.5 △64,465 135,034 0.9 

中間（当期）純利
益又は純損失
（△） 

    4,200 0.1 △131,755 △2.0   142,174 1.0 

             



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成18年３月21日 至 平成18年９月20日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月20日残高（千円） 4,354,021 4,002,723 18,378 4,021,101 

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注）    

役員賞与の支給（注）    

中間純利益    

自己株式の取得    

自己株式の処分     2,946 2,946 

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）  

        

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － 2,946 2,946 

平成18年９月20日残高（千円） 4,354,021 4,002,723 21,324 4,024,047 

  

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月20日残高（千円） 496,747 500,000 1,091,916 2,088,663 △186,572 10,277,214 

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）     △157,649 △157,649   △157,649 

役員賞与の支給（注）     △20,000 △20,000   △20,000 

中間純利益     4,200 4,200   4,200 

自己株式の取得         △7,192 △7,192 

自己株式の処分         6,882 9,829 

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）  

            

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － △173,448 △173,448 △309 △170,812 

平成18年９月20日残高（千円） 496,747 500,000 918,467 1,915,214 △186,881 10,106,402 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月20日残高（千円） 575,647 575,647 10,852,861 

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当（注）     △157,649 

役員賞与の支給（注）     △20,000 

中間純利益     4,200 

自己株式の取得     △7,192 

自己株式の処分     9,829 

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△145,992 △145,992 △145,992 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△145,992 △145,992 △316,804 

平成18年９月20日残高（千円） 429,654 429,654 10,536,057 



当中間会計期間（自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日） 

  

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成19年３月20日残高（千円） 4,354,021 4,002,723 18,912 4,021,635

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当    

中間純損失    

自己株式の取得    

自己株式の処分   179 179

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）  

   

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － 179 179

平成19年９月20日残高（千円） 4,354,021 4,002,723 19,091 4,021,814

  

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年３月20日残高（千円） 496,747 500,000 1,056,440 2,053,188 △249,778 10,179,067

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当   △156,300 △156,300   △156,300

中間純損失   △131,755 △131,755   △131,755

自己株式の取得   △45,451 △45,451

自己株式の処分   2,004 2,184

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）  

    

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － △288,056 △288,056 △43,446 △331,323

平成19年９月20日残高（千円） 496,747 500,000 768,384 1,765,132 △293,224 9,847,744

  

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成19年３月20日残高（千円） 387,865 387,865 10,566,933

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当   △156,300

中間純損失   △131,755

自己株式の取得   △45,451

自己株式の処分   2,184

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△78,504 △78,504 △78,504

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△78,504 △78,504 △409,827

平成19年９月20日残高（千円） 309,361 309,361 10,157,105



前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月20日残高（千円） 4,354,021 4,002,723 18,378 4,021,101 

事業年度中の変動額     

剰余金の配当（注）     

役員賞与の支給（注）     

当期純利益     

自己株式の取得     

自己株式の処分   534 534 

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額） 

    

事業年度中の変動額合計（千円） － － 534 534 

平成19年３月20日残高（千円） 4,354,021 4,002,723 18,912 4,021,635 

  

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月20日残高（千円） 496,747 500,000 1,091,916 2,088,663 △186,572 10,277,214 

事業年度中の変動額     

剰余金の配当（注）   △157,649 △157,649   △157,649 

役員賞与の支給（注）   △20,000 △20,000   △20,000 

当期純利益   142,174 142,174   142,174 

自己株式の取得   △92,571 △92,571 

自己株式の処分   29,364 29,898 

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額） 

    

事業年度中の変動額合計（千円） － － △35,475 △35,475 △63,206 △98,147 

平成19年３月20日残高（千円） 496,747 500,000 1,056,440 2,053,188 △249,778 10,179,067 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月20日残高（千円） 575,647 575,647 10,852,861 

事業年度中の変動額   

剰余金の配当（注）   △157,649 

役員賞与の支給（注）   △20,000 

当期純利益   142,174 

自己株式の取得   △92,571 

自己株式の処分   29,898 

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額） 

△187,781 △187,781 △187,781 

事業年度中の変動額合計（千円） △187,781 △187,781 △285,928 

平成19年３月20日残高（千円） 387,865 387,865 10,566,933 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間 

（自平成18年３月21日 
至平成18年９月20日） 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

（自平成18年３月21日 
至平成19年３月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

１ 税引前中間（当期）純利
益 

  17,086 277,208 

２ 減価償却費   108,349 220,726 

３ のれん償却費   41,000 82,000 

４ 固定資産除売却損   12,546 22,562 

５ 減損損失   28,221 45,935 

６ 貸倒引当金の増加額 
 （△減少額） 

  △890 5,700 

７ 返品調整引当金の増加額
（△減少額） 

  18,800 △40,000 

８ 退職給付引当金の減少額   △27,608 △56,370 

９ 受取利息及び受取配当金   △12,262 △21,354 

10 支払利息   21,792 47,597 

11 固定資産売却益   △53 △403 

12 投資有価証券売却益   － △169,121

13 売上債権の減少額 
（△増加額） 

  △68,027 321,072 

14 棚卸資産の増加額   △727,995 △256,617 

15 仕入債務の増加額 
（△減少額） 

  434,357 △97,302 

16 役員賞与の支払額   △20,000 △20,000 

17 未払消費税等の減少額   △46,083 △3,904 

18 その他   △11,516 △7,552

小計   △232,283 350,177 

19 利息及び配当金の受取額   12,262 21,354 

20 利息の支払額   △24,738 △54,636 

21 法人税等の支払額   △173,445 △206,020 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △418,205 110,874 

 



    
前中間会計期間 

（自平成18年３月21日 
至平成18年９月20日） 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

（自平成18年３月21日 
至平成19年３月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

１ 有形固定資産の取得によ
る支出 

  △93,069 △151,521 

２ 有形固定資産の売却によ
る収入 

  1,393 3,278 

３ 無形固定資産の取得によ
る支出 

  △1,771 △4,531 

４ 投資有価証券の取得によ
る支出 

  △6,865 △13,812 

５ 投資有価証券の売却によ
る収入 

  － 294,495

６ 貸付金回収   90 180 

７ 差入保証金の純減少額   269 419 

８ その他   △5,771 △64,821

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △105,725 63,686 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

１ 短期借入金の純増加額   500,000 500,000 

２ 長期借入れによる収入   250,000 300,000 

３ 長期借入金の返済による
支出 

  △140,400 △288,300 

４ 社債償還による支出   △45,000 △90,000 

５ 自己株式の取得による支
出 

  △7,192 △92,571 

６ 自己株式の売却による収
入 

  9,829 29,898 

７ 配当金の支払額   △157,649 △157,649 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  409,587 201,378 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額（△減少額） 

  △114,342 375,939

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

  1,798,285 1,798,285 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

  1,683,943 2,174,225 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

中間会計期間末日の市場価

格等に基づく時価法 

（評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却

原価は、移動平均法により

算定） 

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法 

子会社株式 

移動平均法に基づく原価法 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

  

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づ

く時価法 

（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定） 

 時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

 時価のないもの 

同左 

 時価のないもの 

同左 

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方

法 

(1) 製品及び仕掛品 

 総平均法に基づく原価法。但

し、季越製品の一部について

は、販売可能価額まで評価換え

を行っております。 

 当中間会計期間末の季越製品

に対する評価減の金額は139,944

千円であります。なお、前中間

会計期間末の季越製品に対する

評価減の金額は103,838千円であ

ります。 

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方

法 

(1) 製品及び仕掛品 

 総平均法に基づく原価法。但

し、季越製品の一部について

は、販売可能価額まで評価換え

を行っております。 

 当中間会計期間末の季越製品

に対する評価減の金額は 

191,511千円であります。 

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方

法 

(1) 製品及び仕掛品 

 総平均法に基づく原価法を採

用しております。但し、季越製

品の一部については、販売可能

価額まで評価換えを行っており

ます。 

 当期末の季越製品に対する評

価減の金額は、226,051千円であ

ります。  

(2) 原材料（表生地） 

 移動平均法に基づく原価法 

(2) 原材料（表生地） 

同左 

(2) 原材料（表生地） 

同左 

(3) 原材料（副素材） 

 先入先出法に基づく原価法 

(3) 原材料（副素材） 

同左 

(3) 原材料（副素材） 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法（但し、平成10年４月

１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）については定

額法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物    ３～50年 

器具備品  ５～８年 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 同左 

  

  

  

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

  

  

  

(2) 無形固定資産 

① のれん 

 ５年間の均等償却 

(2) 無形固定資産 

① のれん 

同左 

(2) 無形固定資産 

① のれん 

同左 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

② ソフトウェア 

 社内における利用可能期間

（５年以内）に基づく定額法 

② ソフトウェア 

同左 

② ソフトウェア 

同左 

③ その他の無形固定資産 

 定額法 

③ その他の無形固定資産 

同左 

③ その他の無形固定資産 

同左 

４ 繰延資産の処理方法 

────── 

４ 繰延資産の処理方法 

      社債発行費は、全額を支出時

の費用として処理しておりま

す。 

４ 繰延資産の処理方法 

────── 

５ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 当中間会計期間末に保有する

債権の貸倒れによる損失に充て

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については、個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

５ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

５ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 当期末に保有する債権の貸倒

れによる損失に充てるため、一

般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債

権については、個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。 

(2) 返品調整引当金 

 売上製品の返品による損失に

充てるため、過去の返品率等を

勘案した将来の返品による損失

予想額を計上しております。 

(2) 返品調整引当金 

同左 

(2) 返品調整引当金 

同左 

(3) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充てる

ため、将来の支給見込額に基づ

き計上しております。 

(3) 賞与引当金  

同左  

(3) 賞与引当金 

──────  

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に充てるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。 

 過去勤務債務については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間内の一定の年数（５年）

による定額法により処理するこ

ととしております。 

 数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間内の一定の年数

（５年）による定額法により翌

期から費用処理することとして

おります。 

(4) 退職給付引当金  

同左 

  

  

(4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に充てるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当期末において発生してい

ると認められる額を計上してお

ります。 

 過去勤務債務については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間内の一定の年数（５年）

による定額法により処理するこ

ととしております。 

 数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間内の一定の年数

（５年）による定額法により翌

期から費用処理することとして

おります。 

(5) 役員退職慰労引当金 

──────  

(5) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に充

てるため、役員退職慰労金規程

に基づく中間会計期間末要支給

額を計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金  

 ────── 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

６ リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

６ リース取引の処理方法 

同左 

６ リース取引の処理方法 

同左 

７ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ取引について

は、特例処理の要件を満たして

いるため、特例処理を採用して

おります。 

７ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

７ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 

 金利スワップ取引 

（ヘッジ対象） 

 借入金の支払利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(3) ヘッジ方針 

 社内規程である「デリバティ

ブ取引管理規程」に基づき、金

利変動リスクをヘッジしており

ます。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップ取引について

は、特例処理を採用しているた

め、有効性評価を省略しており

ます。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取

得日から３か月以内に満期日の

到来する流動性の高い、容易に

換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資からなっ

ております。 

８ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

────── 

８ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取

得日から３か月以内に満期日の

到来する流動性の高い、容易に

換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資からなっ

ております。 

９ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税

抜方式を採用しております。 

９ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

同左 

９ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

同左 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

固定資産の減損に係る会計基準 

 当中間会計期間より固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会 平

成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６号)を適用しておりま

す。 

 これにより税引前中間純利益は

28,221千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則

に基づき各資産の金額から直接控

除しております。 

────── 固定資産の減損に係る会計基準 

 当事業年度より、「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会  

平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会 平

成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６号）を適用しておりま

す。 

 これにより税引前当期純利益が

40,570千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基

づき各資産の金額から直接控除し

ております。 

貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準 

 当中間会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 

平成17年12月９日 企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」(企業会計基準委員会 

平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号）を適用しており

ます。 

 従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は、10,536,057千円で

あります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改

正により、当中間会計期間におけ

る中間貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

────── 貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準 

 当事業年度より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準委員会  

平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号）を適用しており

ます。 

 従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は、10,566,933千円で

あります。 

 なお、財務諸表等規則の改正に

より、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、改

正後の財務諸表等規則により作成

しております。 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

────── 有形固定資産の減価償却方法の変更 

 当中間会計会計期間より法人税

法の改正（（所得税法等の一部を

改正する法律 平成19年３月30日 

法律第６号）及び（法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成19

年３月30日 政令第83号））に伴

い、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産については、改

正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。  

 なお、この変更により当中間会

計期間の営業利益が1,688千円減少

し、経常損失及び税引前中間純損

失が同額増加しております。  

────── 

──────  役員退職慰労引当金の計上  

 役員退職慰労金は、従来支出時

の費用として処理しておりました

が、「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号）の適

用及び「租税特別措置法上の準備

金及び特別法上の引当金又は準備

金並びに役員退職慰労引当金等に

関する監査上の取扱い」（日本公

認会計士協会監査・保証実務委員

会報告第42号）の公表により、役

員に係る報酬等全般について引当

金計上を含めた費用処理が必要と

なったことを契機に、平成19年８

月４日付で役員規程の制定及び役

員退職慰労金規程の改定を行い、

当中間会計期間より中間期末要支

給額を役員退職慰労引当金として

計上することに変更いたしまし

た。  

 なお、この変更により当中間会

計期間の営業利益が6,508千円減少

するとともに経常損失が同額増加

し、税引前中間純損失が173,464千

円増加しております。 

 ────── 



表示方法の変更 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前中間会計期間において「営業権償却費」として掲記

していたものは、当中間会計期間より「のれん償却費」

と表示しております。 

────── 

前中間会計期間末 
（平成18年９月20日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月20日） 

前事業年度末 
（平成19年３月20日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

4,728,378千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

4,777,006千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

4,714,627千円 

※２ 担保資産 ※２ 担保資産 ※２ 担保資産 

建物 1,000,757千円

構築物 4,791 

土地 1,159,683 

投資有価証券 930,042 

計 3,095,273 

建物 938,616千円

土地  1,159,683 

有形固定資産 

その他 
  

（構築物）  4,331 

投資有価証券  732,544 

計 2,835,174 

建物 967,732千円

構築物 4,546 

土地 1,159,683 

投資有価証券 904,191 

計 3,036,153 

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務 

短期借入金 1,374,800千円

長期借入金 444,400 

計 1,819,200 

短期借入金 1,754,400千円

長期借入金  252,500 

計 2,006,900 

短期借入金 1,350,800千円

長期借入金  370,500 

計 1,721,300 

※３ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び預り消費税

等は相殺のうえ、流動負債のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

※３ 消費税等の取扱い 

────── 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

減価償却費 減価償却費 減価償却費 

有形固定資産 107,080千円

無形固定資産 42,268 

計 149,349 

有形固定資産 93,634千円

無形固定資産  42,500 

計 136,134 

有形固定資産 218,030千円

無形固定資産  84,696 

計 302,726 

※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 572千円

有価証券利息 2,638 

受取配当金 9,051 

仕入割引 9,263 

受取利息 1,945千円

有価証券利息  2,504 

受取配当金  11,376 

仕入割引  11,143 

受取利息 1,133千円

有価証券利息  3,290 

受取配当金  16,929 

仕入割引  18,048 

※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 17,264千円

社債利息 4,528 

支払利息 21,106千円

社債利息  6,962 

社債発行費   9,991 

支払利息 38,718千円

社債利息  8,878 

※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻

入益 
4,210千円

投資有価証券

売却益 
13,439千円

貸倒引当金戻

入益  
1,250  

投資有価証券

売却益 
169,121千円

貸倒引当金戻

入益   
4,500  

※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除売

却損（器具備

品等） 

12,546千円

減損損失 28,221 

固定資産除売

却損（器具備

品等） 

3,745千円

減損損失  7,388 

役員退職慰労

引当金繰入額 
 166,956 

固定資産除売

却損（器具備

品等） 

22,562千円

減損損失  45,935 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

※５ 減損損失 

 当中間会計期間において、当

社は以下の資産グループについ

て減損損失を計上しました。 

※５ 減損損失 

 当中間会計期間において、当

社は以下の資産グループについ

て減損損失を計上しました。 

※５ 減損損失 

 当事業年度において、当社は

以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 
減損損失
（千円） 

大阪
府他 

店舗・売
場用資産 

建物 12,484 

器具備品 15,466 

その他 270 

合計 28,221 

場所 用途 種類 
減損損失
（千円） 

大阪
府他 

店舗・売
場用資産 

建物 500

器具備品 6,585 

その他 302

合計 7,388

場所 用途 種類 
減損損失
（千円） 

大阪
府他 

店舗・売
場用資産 

建物 19,880 

器具備品 24,912 

その他 1,142 

合計 45,935 

 当社は百貨店・直営店等の売

場単位を軸とした管理会計を行

っており、基本的に売場別にグ

ルーピングを決定しておりま

す。なお、賃貸用資産や遊休資

産については個別の物件毎に、

のれんについてはブランドグル

ープ毎にグルーピングしており

ます。 

 営業活動から生じる損益が継

続してマイナスである事業用資

産を回収可能価額まで減額し、

減損損失として特別損失に計上

しております。 

 なお、回収可能価額は、正味

売却価額により測定し、処分価

額を零と見積もって評価してお

ります。 

 当社は百貨店・直営店等の売

場単位を軸とした管理会計を行

っており、基本的に売場別にグ

ルーピングを決定しておりま

す。なお、賃貸用資産や遊休資

産については個別の物件毎に、

のれんについてはブランドグル

ープ毎にグルーピングしており

ます。 

 営業活動から生じる損益が継

続してマイナスである事業用資

産を回収可能価額まで減額し、

減損損失として特別損失に計上

しております。 

 なお、回収可能価額は、正味

売却価額により測定し、処分価

額を零と見積もって評価してお

ります。 

 当社は百貨店・直営店等の売

場単位を軸とした管理会計を行

っており、基本的に売場別にグ

ルーピングを決定しておりま

す。なお、賃貸用資産や遊休資

産については個別の物件毎に、

のれんについてはブランドグル

ープ毎にグルーピングしており

ます。 

 営業活動から生じる損益が継

続してマイナスである事業用資

産を回収可能価額まで減額し、

減損損失として特別損失に計上

しております。 

 なお、回収可能価額は、正味

売却価額により測定し、処分価

額を零と見積もって評価してお

ります。 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年３月21日 至 平成18年９月20日） 

１ 発行済株式に関する事項 

２ 自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加         26,784株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買増しによる減少         13,152株 

 新株予約権の権利行使による減少         38,000株 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

４ 配当に関する事項 

配当金支払額 

当中間会計期間（自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．自己株式の株式数の増加209,296株は、単元未満株式の買取りによる増加9,296株、取締役会決議に基づく

自己株式の取得による増加200,000株であります。 

２．自己株式の株式数の減少13,000株は、新株予約権の権利行使によるものです。 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 27,670,000 － － 27,670,000 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 1,395,780 26,784 51,152 1,371,412 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月16日 

定時株主総会 
普通株式 157,649 6.00 平成18年３月20日 平成18年６月19日

  前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 1,620,476 209,296 13,000 1,816,772 

合計 1,620,476 209,296 13,000 1,816,772 



前事業年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

１ 発行済株式に関する事項 

２ 自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取による増加          31,248株 

 取締役会決議に基づく自己株式の取得      400,000株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取請求に基づく売渡による減少  14,552株 

 新株予約権の権利行使による減少        192,000株 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

４ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 27,670,642 － － 27,670,642 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 1,395,780 431,248 206,552 1,620,476 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月16日 

定時株主総会 
普通株式 157,649 6.00 平成18年３月20日 平成18年６月19日

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月19日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 156,300 6.00 平成19年３月20日 平成19年６月20日



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

有形固定資産 
その他 

     

(機械装置) 59,499 41,416 18,082 

(車両運搬具) 8,870 3,496 5,374 

(器具備品) 76,985 38,038 38,946 

無形固定資産      

(ソフトウェ
ア) 

4,938 2,304 2,633 

合計 150,293 85,256 65,036 

  

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

有形固定資産
その他 

(機械装置) 31,680 20,560 11,119

(器具備品) 66,480 44,268 22,211

無形固定資産

(ソフトウェ
ア) 

4,938 3,292 1,646

合計 103,099 68,121 34,977

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

有形固定資産
その他 

    

(機械装置) 52,395 38,765 13,629 

(器具備品) 71,045 41,001 30,044 

無形固定資産     

(ソフトウェ
ア) 

4,938 2,798 2,139 

合計 128,378 82,564 45,813 

 なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高の有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、

「支払利子込み法」により算出しており

ます。 

同左  なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高の有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、「支払利子

込み法」により算出しております。 

２ 未経過リース料中間期末残高相当額 ２ 未経過リース料中間期末残高相当額 ２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 26,850千円

１年超 38,186 

計 65,036 

１年以内 17,400千円

１年超 17,576 

計 34,977 

１年以内 20,657千円

１年超 25,156 

計 45,813 

 なお、未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末残高の

有形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、「支払利子込み法」に

より算出しております。 

同左  なお、未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高の有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、「支払利子込み法」により算出して

おります。 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 ３ 支払リース料及び減価償却費相当額 ３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 16,316千円

減価償却費相当額 16,316 

支払リース料 10,836千円

減価償却費相当額 10,836 

支払リース料 31,512千円

減価償却費相当額 31,512 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成18年９月20日現在）及び前事業年度末（平成19年３月20日現在） 

(1) 時価のある有価証券 

 （注） 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っており

ます。 

(2) 時価評価されていない主な有価証券 

 （注） 前中間会計期間において69千円減損処理を行っております。 

当中間会計期間末（平成19年９月20日現在） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

（デリバティブ取引関係） 

区分 

前中間会計期間末 
（平成18年９月20日） 

前事業年度末 
（平成19年３月20日） 

取得原価 
（千円） 

中間貸借対照
表計上額 

（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額 

（千円） 

差額 
（千円） 

その他有価証券             

株式 737,361 1,469,942 732,581 618,934 1,275,084 656,149 

債券 125,000 116,107 △8,892 125,000 123,282 △1,717 

その他 59,321 59,444 122 59,321 58,301 △1,019 

計 921,683 1,645,494 723,811 803,256 1,456,668 653,412 

区分 

前中間会計期間末 
（平成18年９月20日） 

前事業年度末 
（平成19年３月20日） 

中間貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券     

非上場株式 681 681 

計 681 681 

前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引については、特例処理の要件を

満たしているため、特例処理を採用しておりますので、

注記の対象から除いております。 

同左 



（ストック・オプション等関係） 

前中間会計期間（自 平成18年３月21日 至 平成18年９月20日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

当事業年度において存在したストック・オプションの内容 

 （注） 株式数に換算して記載しております。 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成18年３月21日 至 平成18年９月20日） 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

 該当事項はありません。 

  
平成14年６月18日 
定時株主総会決議 

平成15年６月18日 
定時株主総会決議 

平成16年６月18日 
定時株主総会決議 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役  ６名 

当社監査役  ２名 

当社従業員 137名 

当社取締役  ６名 

当社監査役  ３名 

当社従業員 117名 

当社取締役  ６名 

当社監査役  ３名 

当社従業員  91名 

株式の種類及び付与数(注) 普通株式 1,016,000株 普通株式 1,088,000株 普通株式 743,000株 

付与日 平成15年４月21日 平成16年４月21日 平成17年３月３日 

権利確定条件 

付与日（平成15年４月21

日）以降、権利確定日（平

成16年６月30日）まで継続

して勤務していること。 

付与日（平成16年４月21

日）以降、権利確定日（平

成17年６月30日）まで継続

して勤務していること。 

付与日（平成17年３月３

日）以降、権利確定日（平

成18年６月30日）まで継続

して勤務していること。 

対象勤務期間 
平成15年４月21日から 

平成16年６月30日まで 

平成16年４月21日から 

平成17年６月30日まで 

平成17年３月３日から 

平成18年６月30日まで 

権利行使期間 
平成16年７月１日から 

平成19年３月20日まで 

平成17年７月１日から 

平成20年３月20日まで 

平成18年７月１日から 

平成21年３月20日まで 

権利行使価格（円） 127 168 234 

付与日における公正な評価

単価（円） 
－ － － 



（１株当たり情報） 

 （注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎 

２ １株当たり中間（当期）純利益又は純損失（△）及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定

上の基礎 

前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

１株当たり純資産額 400.62円

１株当たり中間純利益 0.15円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
0.15円

１株当たり純資産額 392.86円

１株当たり中間純損失 5.07円

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益は、中間純損失が計上されている

ため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 405.63円

１株当たり当期純利益 5.41円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
5.36円

  
前中間会計期間末 

（平成18年９月20日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月20日） 
前事業年度末 

（平成19年３月20日） 

純資産の部の合計額（千円） 10,536,057 10,157,105 10,566,933 

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る純資産額（千円） 10,536,057 10,157,105 10,566,933 

１株当たり純資産額の算定に用いられた

普通株式の数（千株） 
26,299 25,853 26,050 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年３月21日 

至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 

至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 

至 平成19年３月20日） 

１株当たり中間（当期）純利益又は純損

失 
      

中間（当期）純利益又は純損失(△)

（千円） 
4,200 △131,755 142,174 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益又

は純損失(△)（千円） 
4,200 △131,755 142,174 

期中平均株式数（千株） 26,288 25,976 26,236 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益 
      

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（千株） 416 － 266 

（うち新株予約権）（千株） (416) （－） (266) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

－ － － 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 １ 当社は、平成19年５月31日開催

の取締役会において、株式会社ベ

ルミランの事業の一部を譲り受け

ることについて、同社との間で基

本合意することを決議し、同日付

で基本協定書を締結いたしまし

た。 

  

  

  

  

(1) 目的 

 高級婦人服・洋品の小売事業

を行っている株式会社ベルミラ

ンの事業の一部を譲り受けるこ

とにより、販路の拡大が図れ、

事業拡大につながるため。 

  

  

  

  

(2) 譲り受ける相手会社の名称 

株式会社ベルミラン 

  

  

  

  

(3) 譲受事業の内容 

キャリア、ミセスを中心顧客

とした婦人服・洋品の小売店

舗 

  

  

  

  

(4) 譲受資産・負債の額 

 譲受資産は譲り受ける店舗の

敷金・保証金、什器備品及び商

標権等でありますが、譲り受け

る店舗及び価額は現在協議中で

あります。なお、負債は譲り受

けません。 

  

  

  

  

(5) 譲受の時期 

平成19年６月29日 事業譲渡

契約締結（予定） 

平成19年８月１日 事業譲受

日（予定） 

    ２ 当社は、平成19年６月19日開催

の取締役会において、小売事業展

開をより機動的に推進することを

目的に子会社を設立することを決

議いたしました。なお、株式会社

ベルミランの事業の一部譲受けに

ついて、当該子会社が株式会社ベ

ルミランと譲渡契約を締結し、事

業を運営していく予定でありま

す。子会社設立の概要は以下のと

おりであります。 

  

  

  

  

(1）名称 

株式会社ベルラピカ 

  

  

  

  

(2）事業内容 

婦人衣料品、化粧品、美容用

品等の小売事業 

  

  

  

  

(3）資本金及び発行する株式数 

資本金50,000千円、発行する

株式数1,000株 

  

  

  

  

(4）設立の時期 

平成19年６月27日(予定) 

  

  

  

  

(5）当社の出資割合 

100％ 



(2) 【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第59期）（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 平成19年６月20日近畿財務局長に提出 

(2) 臨時報告書 

平成19年６月29日近畿財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第16号（連結子会社の事業の譲受け）の規定に基づく臨時報告書

であります。 

(3) 有価証券報告書の訂正報告書 

平成19年９月13日近畿財務局長に提出 

事業年度（第59期）（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であり

ます。 

(4) 自己株券買付状況報告書 

報告期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年３月31日） 平成19年４月６日近畿財務局長に提出 

報告期間（自 平成19年７月９日 至 平成19年７月31日） 平成19年８月３日近畿財務局長に提出 

報告期間（自 平成19年８月１日 至 平成19年８月31日） 平成19年９月５日近畿財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



  独立監査人の中間監査報告書  

      平成19年12月５日

株式会社ラピーヌ  

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 中山 紀昭  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 和田 稔郎  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ラピーヌの平成19年３月21日から平成20年３月20日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年３

月21日から平成19年９月20日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、

中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社ラピーヌ及び連結子会社の平成19年９月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成19年３月21日から平成19年９月20日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書  

      平成18年12月７日

株式会社ラピーヌ  

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 中山 紀昭  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 和田 稔郎  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ラピーヌの平成18年３月21日から平成19年３月20日までの第59期事業年度の中間会計期間（平成18年３月21日から平

成18年９月20日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書

及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社ラピーヌの平成18年９月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成18年３月

21日から平成18年９月20日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

追記情報 

 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、当中間会計期間から固定資産の減損に係

る会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し中間財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書  

      平成19年12月５日

株式会社ラピーヌ  

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 中山 紀昭  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 和田 稔郎  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ラピーヌの平成19年３月21日から平成20年３月20日までの第60期事業年度の中間会計期間（平成19年３月

21日から平成19年９月20日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本

等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社ラピーヌの平成19年９月20日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年３月21

日から平成19年９月20日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は役員退職慰労金について、従来支出時の費

用として処理していたが、当中間会計期間から役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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